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令和６年度秋田大学研究者海外派遣事業実施要項 

 

１．目 的 

 本学若手教育系職員を海外の大学・研究機関に派遣し，研修並びに共同研究の機会を提供することを

通じて，国際的な視野を持った職員を育成する。また，准教授・講師・助教という若手教員が本事業を

通して実績を積み，教授職を目指すことを支援する。さらに，当該職員には，本事業への参加後におい

て，派遣先の大学・研究機関の研究者との交流を充実させるとともに，秋田大学が実施するその他の国

際交流活動に積極的に参画することが期待される。 

 

２．概 要  

（１）応募要件：令和６年４月１日現在，50 歳未満の本学教育系職員であり，必要な語学力を有する

者。応募時に，帰国後，本学に１年以上在職することを誓約すること。 

（２）派遣期間：派遣の期間は，３か月(90 日)から 10 か月(300 日)とし，令和６年度内に出発するこ

と。 

（３）派遣期間中の身分：派遣期間中の身分は本学職員であり，「出張」として扱われる。 

（４）派遣者数：若干名 

（５）支給経費： 

1）用務先までの往復 

国内旅費：出国する空港までの往復に要する交通費，日当，宿泊費（秋田大学旅費規程によ

る）を支給する。   

   外国旅費：往復に要する国際旅客運賃（エコノミークラス），入国空港から用務先までの往復

に要する現地交通費，日当，宿泊費（秋田大学旅費規程による）を支給する。 

  2）用務先 

用務先での滞在費を支給する。ただし，支給額は宿泊費実費相当額（１日当たり１万円を上限）

とする。参考に研修先での宿泊費が分かる書類を申請書類に添付すること。審査により決定した

額を宿泊費として出発前に支給し，不足分は自己負担とする。 

3）上記以外の費用については自己負担とする。 

※派遣期間中に別用務があり，別経費（科研費等）でその用務の宿泊費等が支払われる場合

は，当事業と２重支給となる恐れがあるため，派遣前に高等教育グローバルセンターに連

絡すること。 

（６）語学力：TOEIC730 点以上，TOEFL iBT79 点以上，英検準１級以上のいずれかまたはそれらと

同レベルの英語能力資格（CEFR において B2 レベル以上）を有すること。 

※派遣希望時期から２年以内に受験したものに限る。 

（７）事業開始時期：令和６年９月１日 

 

３．応募方法  申請時の所属部局事務担当を通じて応募する。 

（１）申請書類□令和６年度秋田大学研究者海外派遣事業申請書（様式１） 

        受入研究機関での研究計画・教育研究業績・渡航研究日程 

□部局長の推薦書（様式２） 

       □受入機関の同意書（簡易和訳をつけること） 

       ※申請の段階では，メール連絡文書で構いません。採択後，受入機関から給与をもらっていないこと

と，受入期間中どのような身分で受け入れられるかが分かる文書を提出願います。 
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       □航空賃等の見積書（内訳記載があるもの・家族で行く場合でも申請者分のみのもの） 

       □研修先での宿泊費が分かる書類 

       □誓約書（様式３） 

       □受入機関に関する基本情報（様式４） 

□語学能力の証明書の写し（TOEIC/TOEFL/英検等の成績表） 

 

（２）提出期限 令和６年６月２１日（金）必着 

（上記の締切りは各部局事務担当から国際課に提出される日付であり，各部局担当の指示に従って提出願います。） 

 

４．選 考 

（１）本事業の目的に照らして，高等教育グローバルセンターにおいて審査し派遣者を決定する。 

（２）審査において，申請者によるプレゼンテーションを実施する。（英語によるプレゼンテーション

を求める場合もある。） 

（３）審査の観点を以下のとおりとする。  

   ①研究目的 ②研究方法 ③期待される研究成果 ④研究を派遣先で行う必要性 

   ⑤研究テーマに関連する実績 ⑥期待される成果（研究以外）    

（４）結果については推薦のあった部局長に対して令和６年７月末日までに通知する。 

 

５．その他 

（１）申請書類は各部局が取りまとめて提出すること。各部局は，推薦者数が複数の場合は，優先順位

を付すこと。 

（２）採択された教員は， 

   1)派遣期間中又は帰国後１年以内に，学術誌に英語論文１編以上を受理又は掲載されるように

取り組むこと。 

2)帰国後１か月以内に別紙「帰国報告書（様式５）」を提出すること。また，派遣期間中に，英

語論文が学術誌に受理又は掲載された場合には，様式５の提出時に当該論文の写しを併せて

提出すること。 

3)帰国後約３か月後に高等教育グローバルセンターが開催する報告会で成果を報告すること。

なお，成果については，報告会での発表及び提出された帰国報告書により高等教育グローバル

センターにおいて評価を行う。評価項目は，①研究目的，②研究方法，③研究結果，④研究結

果以外の成果，⑤英語論文とする。なお，④には，例えば，共同研究，外部資金獲得，海外拠

点形成，教育への波及効果，人的ネットワーク形成などが含まれる。 

4)帰国後，１年経過後に「成果報告書（様式６）」を提出すること。なお，成果報告書について

は，高等教育グローバルセンターにおいて評価を行う。また，帰国後１年以内に，英語論文が

学術誌に受理又は掲載された場合には，様式６の提出時に当該論文の写しを併せて提出する 

こと。 

（３）帰国後１年以内に自己都合退職した場合や上記の帰国後の報告が十分に行われなかった場合は，

当該事業にかかる費用を全額返還するものとする。 

（４）前述の学術誌への英語論文１編以上の受理又は掲載が達成されない場合には，当該事業にかかる  

費用の一部返還を求める場合がある。 


